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（７）市長諮問機関への議員の参画 

国立市の市長諮問機関に関する法令等の調べ（平成２６年２月１２日） 

表５ 

区分 名称 
選出
人員 

国立市の条例等 
議員の 
明記 

上位法等 
議員の 
明記 

所管課 

市
長
等
諮
問
機
関 

１．国立市都市計画審議会
委員 

5 
国立市都市計画審議会条例
第３条 

○ 

・都市計画法第 77条
の２第１項第３号 
・都道府県都市計画
審議会及び市町村都
市計画審議会の組織
及び運営の基準を定
める政令第３条 

○ 都市計画課 

２．国立市国民健康保険運
営協議会委員 

4 
国立市国民健康保険条例第
２条 

× 
公益を 
代表 

・国民健康保険法第
11条 
・国民健康保険法施
行令第３条 

× 
公益を 
代表 

健康増進課 

３．国立市交通安全対策審
議会委員 

1 
国立市交通安全対策審議会
設置条例第３条 

○ 
交通安全対策基本法
第 18条 

× 
設置の 
規定のみ 

交通課 

４．国立市保健センター運
営審議会委員 

1 
国立市保健センター条例第
４条 

○ 地域保健法第 11条 
× 

設置の 
規定のみ 

健康増進課 

５．国立市民生委員推薦会
委員 

1 
国立市民生委員推薦会規則
第３条（平成 25年 10月１
日改正施行） 

○ 
民生委員法第８条
（平成 25年６月 14
日改正施行） 

× 
区域の実情に
通ずる者のう
ちから、市長
が委嘱する 

福祉総務課 

６．国立市ホテル審議会委
員 

1 
国立市ホテル建築規制に関
する条例施行規則第５条 

○ − − 都市計画課 
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区分 名称 
選出
人員 

国立市の条例等 
議員の 
明記 

上位法等 
議員の 
明記 

所管課 

市
長
等
諮
問
機
関 

７．国立市都市景観審議会
委員 

2 
国立市都市景観形成条例第
43条 

○ − − 都市計画課 

８．国立市立学校給食セン
ター運営審議会委員 

1 
国立市立学校給食センター
運営審議会規則第２条 

× 
学識 
経験者 

地方教育行政の組織
及び運営に関する法
律第 30条 

× 
設置の 
規定のみ 

給食センター 

9.国立市図書館協議会委員 1 国立市図書館条例第４条 
× 
学識 
経験者 

・図書館法第 14条
（設置） 
・図書館法施行規則
第 12条 

☓ 中央図書館 

10.国立市療育事故調査委
員会委員 

2 
国立市療育事故調査委員会
条例第３条 

○ − − 
しょうがいしゃ
支援課 

11.国立市防災会議委員 2 国立市防災会議条例第３条 ○ 
災害対策基本法第 16
条 

× 
設置の 
規定のみ 

防災安全課 

12.国立市国民保護協議会
委員 

2 国立市国民保護協議会条例 
× 
設置 
定数 

国民保護法 39条、第
40条第４項第８号 
 

     × 
国民の保護の
ための措置に
関し知識又は
経験を有する

者 

防災安全課 

13.国立市基本構想審議委
員会委員 

5 
以内 

国立市基本構想審議委員会
条例 

○ − − 政策経営課 

※ 報酬は日額 9,100 円。 

※ 直近の国立市基本構想審議委員会委員について、佐伯議員・大和議員・斎藤議員・長内議員・重松議員を推薦している。 

（平成 16 年 11 月 22 日 会派代表者会議） 


